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序序章章  第第二二期期計計画画策策定定ににああたたっってて  

1特定健診・特定保健指導の計画策定の背景及び趣旨

（１）計画策定の背景 

我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができ、しかも高い保健医

療水準を維持した医療保険制度を実現し、世界でも有数の長寿国となりました。しかしながら、

急速な高齢化に伴い生活習慣病が増加し、死亡原因の約 6割を占めるようになっています。 

また、医療費においては、1 人あたりの医療費が平成 4 年には 188.7 千円、平成 22 年度に

は 292.2 千円となり上昇し続けていますが、医療費に占める糖尿病など生活習慣病の割合は

国民医療費の約３分の１となっています。※厚生労働省資料による 

糖尿病など生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与しており、高

血糖、高血圧、高脂血症等の状態が重なった場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症

リスクが高くなります。このため、メタボリックシンドロームの概念を踏まえ適度な運動やバラン

スのとれた食事の定着などの生活習慣の改善を行うことにより、生活習慣病の発症リスクの低

減を図ることによって、医療費の伸びの抑制に資する対策を講じていく必要があります。  

（２）計画策定の趣旨 

   国では、平成 18年 6月に医療制度構造改革関連法案が採択され、医療制度改革の基本方

針として 

（１）生命と健康に対する国民の安心を確保するため、国民皆保険制度を堅持する。 

（２）制度の持続可能性を維持するため、経済指標の動向に留意しつつ、予防を重視し医療

の質の向上・効率等によって医療費の適正化を実現し、医療費を国民が負担可能な範囲に

抑制する。 

（３）医療費に係る給付と負担の関係を老若を通して公平かつ透明なものにする。 

の 3点が示されています。 

医療費適正化のために、治療重点の医療から疾病の予防を重視した保健医療体系への転

換を図ることとなりました。 

特に、生活習慣病の予防は、国民の健康の確保の上で重要であるのみならず、治療に要す

る医療費の減少にも資することとして、「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第

80 号。以下「法」という。）」第 19 条により、医療保険者に対して、平成 20 年度より、糖尿病等

の生活習慣病に関する特定健康診査を実施し、その結果により生活習慣の改善が必要がある

者に対する特定保健指導の実施が義務づけられてきました。（特定健康診査及び特定保健指

導（以下「特定健康診査等」という。）） 

更に、実施にあたっては、特定健康診査等実施計画を定めるものとしています。 

生活習慣病の予防を進めるためには、特定健康診査等の実施率の向上が必要であるため、
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今後、２５年度から２９年度までの第二期特定健康診査等実施計画の期間での在り方等につい

て見直しを実施し、ここに取りまとめることとします。 

２ 計画の性格

本計画は、「法」に基づき軽井沢町国民健康保険が策定する計画であり、特定健康診査等基

本指針（法 18 条）を踏まえ、長野県医療費適正化計画とも整合性を図りつつ、法第 18 条第 1

項に規定する特定健康診査等に関する必要事項を定めるものです。 

   本計画に定める特定健康診査等を実施することにより、平成 29 年度の内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）の該当者・予備軍を平成 20 年度比で 25％以上の減少することを最終

的な目標とします。また、本計画は、軽井沢町長期振興計画、実施計画などの町の他計画との

整合性を図るものとします。 

３ 計画の期間

   この計画は５年を 1 期とし、第２期は平成２５年度から平成２９年度とし、5 年ごとに見直しを

行います。 

４ 特定健診・保健指導により対象とする生活習慣病

特定健康診査・保健指導の対象とする主な生活習慣病は、内臓脂肪症候群の該当者・予備

軍とします。 

５ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

   平成 17 年 4 月に、日本内科学会等内科系 8 学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患

概念と診断基準を示しました。 

  これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態であ

り、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓脂肪

を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としています。 

   すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、また、

発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等の心血管疾

患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症化を予防する

ことは可能であるという考え方となります。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、

体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷し、

動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに至る原因
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となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとって、生活習慣と健診結果、

疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な動機づけができるように

なると考えられています。 

６ 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健 

指導の基本的な考え方

① 健診・保健指導の関係：内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必

要とする者を抽出する健診

② 特徴：結果を出す保健指導

③ 目的：内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容（リスクの重複がある対象者に対し、

医師、保健師、管理栄養士等が早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行

う。） 

④ 内容：自己選択と行動変容（対象者が代謝等の身体メカニズムと生活習慣との関係を理解

し、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる。） 

⑤ 保健指導の対象：健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化された保健指導を提供

（リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」、「動機づけ

支援」、「積極的支援」を行う。） 

⑥ 方法：健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保健指導

データ分析等を通じて集団としての健康課題を設定し、目標に沿った保健指導を計画的

に実施 

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイルを考慮した保健指導 

⑦ 評価：アウトカム（結果）評価（メタボリックシンドローム該当者・予備群の 25％減少）

⑧ 実施主体：医療保険者

７ 特定健康診査・特定保健指導の枠組みについて 

①腹囲基準について

◆科学的な見地からの検討を行った「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討

会」（厚生労働省保険局）において、腹囲基準を含めた現行制度の在り方について議論する

ために、まずはエビデンス（科学的根拠）の蓄積等を行うこととされた。

◆腹囲を、特定保健指導対象者選定の第一基準とすることの適否については、別途、科学

的な見地からの検討を待った上で、改めて検討することとし、第二期特定健診等実施計画の

期間においては、保険者による特定健康診査・特定保健指導としては、生活習慣病の要因と
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しての内臓脂肪型肥満に着目した現行の特定保健指導対象者の選定基準を維持することと

する。 

②特定保健指導非対象者への対応

◆非肥満でリスク（血圧、血糖及び脂質が基準値を超えていること並びに喫煙歴があること

を指す。以下同じ）がある者については、その態様に応じて特別保健指導を行う必要性や特

に非肥満で受診勧奨判定値以上の者に適切に特定健康診査結果の情報提供を行うこと。

◆腹囲を基準としたリスクのある者への対応が重要であるが、一方で、特定保健指導対象と

ならないがリスクのある者への対応の必要性も認められるところである。こうした者への対応

は、特定保健指導とはしないものの、特定保健指導の標準的な方法や医療機関への受診勧

奨などの望ましい措置について記載される見込みである「標準的な特定健康診査・特定保健

指導プログラム」の内容について関係者への周知に努めることとする。 

 当町では、25年度よりＨｂＡ１ｃ6.4％（ＮＧＳP値）対象者に対し、糖尿病の重症化予防活動を

実施していく計画である。 

③特定健康診査項目について

◆ＣＫＤ（慢性腎臓病）の病期の状況把握といった医学的な見地からなされた検討の結果は、

血清クレアチニン検査を、特定健康診査項目として追加することが望ましいとの内容であっ

たが、保険者の事業としての観点からは、内臓脂肪型肥満との関連性や特定保健指導によ

る改善可能性、事業主健診に盛り込まれるか否か、といった点が課題として提示されたが、

第二期については追加せず、今後、第三期特定健康診査等実施計画の計画期間の初年度

である平成３０年度に向けて、改めて検討する。 
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８ 計画の目標値

（１）平成２５年度から２９年度までの第二期特定健康診査等実施計画の期間においては、引

き続き特定健康診査・特定保健指導について、市町村国保の目標値である特定健康診査

実施率60％、特定保健指導実施率60％の達成に努めます。 

（２）平成 27年度までにメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の数を２０年度対比で

２５％減少させるとの目標については、従来から政府の方針であることも踏まえ、２９年度

までの次期目標としても、同様の２５％減少（内科系８学会の基準による）を掲げることとし

ます。 

９ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上に向けて 

  （１）より一層の意義の啓発・普及 

    今後、特定健康診査の対象となる４０歳未満の者に対しても内臓脂肪を増加させないた

めの啓発や４０歳以上になったときに活用すべき本制度について周知することが必要であ

り、被保険者証の更新時などに特定健康診査受診等の意義を啓発し、重要性の周知を図

っていきます。 

（２）未受診者への対応 

 町の受診率は約35％であり、特定健診の認知度は高くなってきてはいますが、治療中の

対象者など一部の特定健康診査未受診者への受診勧奨についてはまだ十分に行われて

いないのが現状あります。従って、未受診者に対する定期的な受診勧奨（情報提供依頼を

含む）を継続して行うよう努めます。 
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第第１１章章    軽軽井井沢沢町町のの現現状状  

１ 軽井沢町の特徴                                     

（１）社会保障の視点でみる軽井沢町の特徴 

   軽井沢町は、長野県東部の佐久地域に位置する面積 156.05 ㎢の町で、人口約１万９千８百

人、国民健康保険加入被保険者は約７千２百人（加入率３６．４％）です。長野県内でも転入率、

転出率が高く、平成２３年中の人口増加率（人口千人あたりの増加率）は県内１位（１．２５％）と

なっています。 

   高齢者人口（65歳以上）は年々増加しており、平成23年は4,873人と、平成20年以降は年間

約140人増えています。 高齢化率は、平成18年の22.3％から平成23年には25.1%と2.8ポイント

上昇しており、高齢化が進んでいますが、長野県の高齢化率26.7％（平成23年10月１日現在）

よりは低くなっています。 

 

（２）死亡 

   平成２２年の死亡者数１６６人中、町の死亡原因は、１位が悪性新生物で５９人、２位が心疾

患２２人、３位が脳血管疾患１９人であり、悪性新生物に次いで、生活習慣病は死亡に大きく関

係していることがわかります。 

 

（３）介護保険 

   介護保険の認定者は年々増加傾向にあるが、平成２３年９月の認定率は県１７．４％、軽井

沢町１３．４％と、全国平均や県平均より約４％下回っています。しかし、平成２３年９月の受給

率（要介護認定者数に対する介護保険サービス利用者数の割合）は長野県８８．８％に対し町

は９４．２％となっており、県を上回っております。また、平成２３年度の給付費は１，１０９，０１９

千円で介護保険開始当初の平成１２年度の約３．２６倍となっております。 

 

（４）国民健康保険 

国民健康保険の被保険者数は団塊の世代の退職時期を迎え、前期高齢者の被保険者数

の増加となっている状況であり、現在４０歳から６４歳の国民健康保険加入率は４２％となって

います。この年代の町民のほぼ半数が健康診査・保健指導の対象となりますが、この健康診

査・保健指導のあり方が、今後の前期高齢者の健康状態に大きく影響を及ぼすと考えられま

す。 

   国民健康保険の加入率は国３４．３％、県２６．４％に対して、軽井沢町３６．４％と高い加入

率でありますが、収納率は県平均と比較して低くなっています。 

一人当たりの医療費では総額及び退職医療費、老人医療費とも、国、県平均より低くなって

います。前項の介護保険の状況と併せてみると脳血管疾患によるものが多く、老人医療費、介

護給付費が年々増加していく傾向にあります。 
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（５）人工透析 

   軽井沢町の人工透析者は平成２３年５月時点では１９人、平成２４年５月時点では２５人で増加

傾向にあります。 

 

（６）軽井沢町の健診の現状 

特定健康診査等が始まる以前、これまで軽井沢町の健診は軽井沢病院のみで実施してきてお

り、年間およそ１，０００人程度の受診者となっていました。そのうち被保険者はおよそ５割となりま

すが、これは非常に低い受診率であり、第一期特定健康診査等を実施していくうえでの周知の難

しさ、受診率の低さに表れていました。 

特定健康診査等が開始から 5 年を経過し、被保険者への受診勧奨や地区説明会等を経て、

認知度は年々高くなってきてはいますが、受診率の低迷は数字からも読み取れます。 

今後も、被保険者への更なる周知、未受診者に対する定期的な受診勧奨を行っていく事が重

要となります。 

平成２３年度特定健康診査法定報告結果によると、受診率は３５．５％であり、男女別にみると

男性が３３．６％、女性が３７．３％でした。 

特に４０歳から５４歳までの受診率が２６％台であり受診率が特に低い状況にあります。 

 

 

 

平成２３年度特定健康診査からみた年齢区分毎の受診率は下記のとおりです。 

（年度中に異動・除外等が発生した被保険者を除く） 

 

年齢区分 

（対象者数） 
受診者 

男 性 

（２，１２１） 
受診者 

女 性 

（２，３２８） 

合 計 

（４，４４９） 

４０－４４ ５４ ２５．７％ ５６ ２７．３％ ２６．５％ 

４５－４９ ５１ ２４．４％ ６２ ２９．２％ ２６．８％ 

５０－５４ ４８ ２２．３％ ６４ ３１．８％ ２６．９％ 

５５－５９ ６５ ２７．４％ ９２ ３８．５％ ３３．０％ 

６０－６４ １３９ ３４．４％ １６０ ３４．６％ ３４．５％ 

６５－６９ １８２ ４０．７％ ２１６ ４３．３％ ４２．１％ 

７０－７４ １７３ ４３．４％ ２１８ ４２．８％ ４３．１％ 

 ７１２ ３３．６％ ８６８ ３７．３％ ３５．５％ 
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２ 医療費が高くなる病気は何か（資料１）                   

 平成２３年度の１ヶ月２００万円以上となったレセプトを分析したところ、レセプト２９件、総額８，３

３１万８千円のうち、傷病名に脳血管疾患が含まれている者は４件あり、虚血性心疾患は４件あり

ました。脳血管疾患と虚血性心疾患を持つ８件はいずれも基礎疾患に高血圧を併せ持ち、加えて

高脂血症や糖尿病を併せ持つ者は４件ありました。 

脳血管疾患、虚血性心疾患のような重篤な疾患に結びつく高血圧症等の基礎疾患に対して、

早期に対応していくことにより重症化を予防できると考えられます。 

 

３ 人工透析の実態（資料２）                            

平成２４年４月の１ヶ月分のレセプトを分析すると、１ヶ月間に透析を行っていた人数は２４人で

した。血管を傷めていく因子として透析者のうち１９人、７９．２％が高血圧症、９人、３７．５％が糖

尿病を持っています。 

糖尿病と高血圧症を併せ持つ者が８人で透析者全体の３３．３％を占め、高血圧と高脂血症を

併せ持つ者が 8人、３３．３％となっています。 

高血圧症、糖尿病、脂質異常は腎障害を進行させるといわれており、メタボリックシンドローム

に着目した健診・保健指導により、人工透析予備軍に対しての早期介入、重症化予防により、透

析導入時期を遅らせ、患者数の減少を目指します。 

そのため軽井沢町は特定健康診査の健診項目以外に、透析予備軍抽出に必要なクレアチニ

ン、血清尿酸を追加しています。 

 

４ 生活習慣病の治療状況【レセプト平成２３年５月審査分の結果から】 

(１)生活習慣病全体の治療状況(資料３－１)  

    ４０歳から７４歳の国保被保険者４，８９４人のうち、１，５９１人、３２．５％が生活習慣病の治

療を受けています。そのうち生活習慣病治療者は４０歳～６４歳、６３２人、２１．１％となってい

ますが、６５歳～７４歳の前期高齢者は９５９人、５０．７％と年齢が高くなるにつれて治療者が

増えています。 

第１期計画策定時の生活習慣病治療者は国保被保険者４，５３４人のうち、１，３３７人の２９．

５％（平成１８年６月時点）で、これと比較すると増加しています。 

生活習慣病治療者のうちおよそ７割が高血圧症、６割が高脂血症、４割が糖尿病の治療を

受けています。高脂血症と糖尿病は第１期計画策定時より２倍に増えています。 

    予防の視点から、４０歳代、５０歳代の若い年代からの生活習慣病予防が必要であり、また重

症化を防ぐという面からもこの年代へのアプローチが重要となります。 
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(２)糖尿病の治療状況(資料３－２) 

糖尿病治療者は４０歳～７４歳では６７８人、１３．９％となっています。また４０歳～６４歳では

２５８人、８．６％となっていますが、６５歳から７４歳の前期高齢者では４２０人、２２．２％となり

治療者はおよそ３倍となっています。糖尿病治療者のうち４１２人、６０．８％が高血圧症、４２８

人、６３．１％が高脂血症を併せて治療しています。このことから重症化を防ぐためにも血糖のコ

ントロールとともに、血圧、脂質の管理が必要であるといえます。 

 

(３)高血圧の治療状況(資料３－３) 

高血圧治療者は４０歳～７４歳では１，０８２人、２２．１％となっています。４０歳～６４歳では

３８８人、１２．９％となっていますが、６５歳～７４歳の前期高齢者では６９４人、３６．７％となっ

ており治療者がほぼ３倍となります。高血圧症治療者のうち、高脂血症を併せて治療している

者は５０．３％、糖尿病の治療者は３８．０％であり、重症化を防ぐためにも血圧の管理が必要

であるといえます。 

 

(４)高脂血症の治療状況(資料３－４)  

     高脂血症治療者は４０歳～７４歳では９０９人、１８．６％となっています。４０歳～６４歳では 

３５３人、１１．８％となっていますが、６５歳～７４歳の前期高齢者では５５６人、２９．４％と治療

者はおよそ２．５倍となります。高脂血症治療者のうち、高血圧症を併せて治療している者は５

４４人、５９．９％と高い傾向にあり、次いで併せて糖尿病を治療している者は４２８人、４７．１％

となっています。 

 

(５)虚血性心疾患の治療状況(資料３－５) 

     虚血性心疾患の治療者は４０歳～７４歳では１６９人、３．５％となっています。４０歳～６４歳

では４９人、１．６％、６５歳～７４歳の前期高齢者では１２０人、６．３％となっています。虚血性

心疾患治療者のうち、高血圧症を併せて治療している者は、１１３人、６６．９％ですが、次いで

高脂血症を併せて治療している者は８７人、５１．５％となっています。動脈硬化予防の観点か

ら、ＬＤＬコレステロールや血圧の有所見者及び、治療者については管理目標値内に検査デー

タが維持されるように支援が必要と考えられます。 

 

(６)脳血管疾患の治療状況(資料３－６) 

     脳血管疾患の治療者は４０歳～７４歳では２４７人、５％でとなっています。４０歳～６４歳で

は８６人、２．９％となっていますが、６５歳～７４歳の前期高齢者は１６１人、８．５％となり治療

者はおよそ３倍になっています。脳梗塞治療者のうち、高血圧症を併せて治療している者は１６

７人、６７．６％となり、高脂血症を併せて治療している者は１４１人、５７．１％となっています。

脳血管疾患予防の視点から、血圧、脂質のリスクの重なりを減らすことが予防につながるとい

えます。 
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(７)人工透析の治療状況(資料３－７) 

   人工透析の治療者は４０歳～７４歳では１９人、０．４％となっています。また４０歳～６４歳で

は１３人、０．４％、６５歳～７４歳の前期高齢者は６人、０．３％となっています。人工透析者のう

ち高血圧症を併せて治療している者は８人、４２．１％となり、高脂血症を併せて治療している者

は２人、１０．５％となっています。このことから高血圧症、高脂血症の重なりが多いことが分か

り、人工透析予防の視点で健診結果から eＧＦＲの算出により予備軍の抽出を行い血圧、脂質

の異常者についてはコントロールできるように支援をすることが必要であるといえます。 

以上、様式３の生活習慣病の状況から、健診データの血圧、脂質、血糖値に着目して糖尿病

予防、虚血性心疾患予防、脳血管疾患予防、人工透析予防の視点で検査データの検討を行い、

予防的支援を行っていきます。 

 

５ 被保険者の健康状況                                

（１）健診有所見者状況(資料４－１・４－２) 

   平成２３年度特定健康診査受診者のうち、国保被保険者１６０８人の健診有所見者状況を保

健指導判定値、受診勧奨判定値ごとに分けてみたところ、保健指導判定値では摂取エネルギ

ーの過剰を示すＢＭＩは３３０人、２０．５％、血管を傷つける因子となるＨｂＡ１ｃ(5.2～5.4)は５４４

人、３３．８％、動脈硬化の要因となるＬＤＬコレステロール４２９人、２６．７％となっています。い

ずれもおよそ４人に１人は保健指導が必要となっています。 

第１期策定時と比較すると、ＢＭＩ、ＬＤＬコレステロールの値における割合は横ばい、あるい

は減少しているのに対し HbA1C値の割合は１．５倍に増えています。 

また受診勧奨判定では、血管を傷つける因子となる収縮期血圧が２６７人、１６．６％、ＬＤＬコ

レステロール４７９人、２９．８％となっており、受診勧奨をする者も同じくおよそ４人に１人の割

合であるといえます。 
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第第２２章章  計計画画のの目目標標値値  

１ 目標値の設定                                    

特定健診等の実施及び成果に係る目標値を設定し、その達成に向けた取り組みを強化します。 

① 特定健診の受診率（又は結果把握率） 

② 特定保健指導の実施率（又は結果把握率） 

③ 内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率（平成２０年度対比２５％減） 

２ 軽井沢町国民健康保険の目標値                        

特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、軽井沢町国民健康保険における目標

値を下記のとおり設定します。 

 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

特定健診の受診率

（又は結果把握率） 
40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

特定保健指導の実施

率（又は結果把握率） 
45％ 48％ 52％ 56％ 60％ 

内臓脂肪症候群の該当

者・予備群の減少率 
    -25％ 

 

３ 目標値の設定根拠                                 

軽井沢町の特定健診実施率は、３５．５％（平成２３年度法定報告結果）であり、町では平成

２１年度より未受診者対策を推進しております。着実に認知度は上がってきていると評価してい

ますが、今後も、被保険者への更なる周知、未受診者に対する定期的な受診勧奨を行っていく

事が重要となります。 

平成２５年度以降についても引き続き、未受診者対策を実施する予定であるので、年間 5％

ずつ受診率はアップしていくと予測しています。特に、未受診理由の第一位の「定期的に医療

機関にかかっている」という方に対しては、医療機関と連携しつつ、検査結果を把握することと、

特定健康診査受診の啓蒙活動に力を入れていくこととしています。 

  特定保健指導については、直営実施及び外部委託も実施しており、人間ドック受診結果の把

握とともに、特定保健指導受診率向上に繋げています。 

また健診結果説明会の機会を捉えた保健指導等も検討していく予定であり、電話、訪問、地

域での集会など勧奨活動にもさらに力を入れていくこととしています。 
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第第３３章章  特特定定健健康康診診査査等等のの対対象象者者数数      

1特定健康診査の対象者                                    

特定健康診査は、軽井沢町の国民健康保険の被保険者で、実施年度中に 40 歳から 74 歳

になる方を対象に実施します。なお、妊産婦、海外在住の方、長期入院、施設入所中の方につ

いては、対象者から除外します。 

対象者数及び受診者数の見込みは次表のとおりです。 

 

  年齢 
平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

対象者

数 

男性 

40-64 1,487人 1,499人 1,511人 1.523人 1,535人 

65-74 962人 1,012人 1,064人 1,119人 1,177人 

計 2,449人 2,511人 2,575人 2,642人 2,712人 

女性 

40-64 1,569人 1,596人 1,623人 1,651人 1,679人 

65-74 1,122人 1,176人 1,232人 1,291人 1,353人 

計 2,691人 2,772人 2,855人 2,942人 3,032人 

合計 

40-64 3,056人 3,095人 3,134人 3,174人 3,214人 

65-74 2,084人 2,188人 2,296人 2,410人 2,530人 

計 5,140人 5,283人 5,430人 5,584人 5,744人 

受診目標率 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

  年齢 
平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

特定健

康診査受

診者数（見

込） 

男性 

40-64 594人 674人 755人 837人 921人 

65-74 384人 455人 532人 615人 706人 

計 978人 1129人 1,287人 1,452人 1,627人 

女性 

40-64 627人 718人 811人 908人 1,007人 

65-74 448人 529人 616人 710人 811人 

計 1,075人 1247人 1,427人 1,618人 1,818人 

合計 

40-64 1,221人 1,392人 1,566人 1,745人 1,928人 

65-74 832人 984人 1,148人 1,325人 1,517人 

計 2053人 2,376人 2,714人 3,070人 3,445人 
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2特定保健指導の対象者                                    

特定健診の結果により、次表のとおり階層化され、腹囲、血糖値等が所定の値を上回るものを

対象とします。ただし、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の薬剤治療を受けている者は除きます。 

腹囲 
追加リスク 

喫煙歴 
対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳 

≧ 85 ｃ ｍ （男

性）≧90ｃｍ（女

性） 

2つ以上該当  
積極的支援 

動機付け支援 
1つ該当 

あり 

なし  

上記以外でＢ

ＭＩ≧25 

3つ該当  
積極的支援 

動機付け支援 2つ該当 
あり 

なし  

1つ該当   

※ＢＭＩ（body Mass Index）:肥満度を測定する指数のことで、体重（kg）÷身長（m）÷身長(m)で算出され、ＢＭＩが

25以上の人は生活習慣病に注意が必要とされています。 

 

各年度における、特定健康診査受診率に対する特定保健指導者見込み数は、次表のとおりです。 

○動機づけ支援 

 年齢 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

男性 

40-64 32人 38人 46人 55人 65人 

65-74 48人 60人 76人 95人 117人 

計 80人 98人 122人 150人 182人 

女性 

40-64 29人 35人 43人 52人 62人 

65-74 31人 39人 49人 60人 74人 

計 60人 74人 92人 112人 136人 

合計 

40-64 61人 73人 89人 107人 127人 

65-74 79人 99人 125人 155人 191人 

計 140人 172人 214人 262人 318人 

○積極的支援 

 年齢 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

男性 40-64 66人 80人 97人 115人 136人 

女性 40-64 17人 21人 25人 31人 36人 

 計 83人 101人 122人 146人 172人 
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第第 44 章章  特特定定健健康康診診査査・・特特定定保保健健指指導導のの実実施施方方法法                      

1実施場所                                       

（１） 特定健康診査  

木もれ陽の里において検診車により受診する「集団健康診査」、又は小諸北佐久医師会に

委託し、厚生労働省の告示で定められた基準をみたした医療機関で実施する「個別健康診

査」を実施します。 

 健診実施機関リスト 

医療機関名 （地区）  住  所 電 話 健診時期 

【集団健康診査機関】 

長野県健康づくり事業団 長野市稲里町田牧 206-1 026- 

286-6400 

５月下旬 

１０月下旬 

【個別健康診査機関】 

あさま医院 軽井沢町大字長倉 3722番地 45-2518 

５月から３月 

いけお内科クリニック 軽井沢町大字長倉 4726番地 5 45-7328 

追分クリニック 軽井沢町大字追分 1074番地 37 44-3637 

織田醫院 中軽井沢診療所 軽井沢町大字長倉 2858番地 4 44-3883 

軽井沢病院 軽井沢町大字長倉 2375番地 1 45-5111 

軽井沢ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 軽井沢町大字長倉 4417番地 5 44-3677 

北沢クリニック 軽井沢町軽井沢東 21番地 8 42-2804 

木戸内科医院 軽井沢町大字軽井沢 1178番地 593 42-7755 

長倉クリニック 軽井沢 軽井沢町大字長倉 3583番地 1 45-1700 

 

（２） 特定保健指導 

直営実施として軽井沢町保健福祉課健康推進係（保健センター）で行い、軽井沢病院で特

定健康審査を受診した方、佐久総合病院人間ドックを受診した方の保健指導について、それ

ぞれの医療機関に外部委託し実施します。 

実施機関名 （地区）  住  所 電 話 実施期間 

【直営実施】 

木もれ陽の里内保健センター 軽井沢町大字長倉 4844番地 1 44-8549 通年実施 

【外部委託】 

軽井沢病院 軽井沢町大字長倉 2375番地 1 45-5111 通年実施 

長野県厚生連佐久総合病院 佐久市臼田 197番地 0267- 

82-2688 

通年実施 
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2具体的な検診項目及び自己負担額                                    

（１）軽井沢町における健診項目（特定健康診査の対象者全員に実施） 

○質問票（服薬暦及び喫煙習慣の状況に係る調査） 

○身体計測（身長、体重、BMI、腹囲（内臓脂肪面積）） 

○理学的検査（身体診察） 

○血圧測定 

○血液検査（中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール） 

肝機能検査（GOT、GPT、ｒ－GTP）・腎機能検査（血清クレアチニン） 

血糖検査（空腹時）、HbA１Ｃ検査、血清尿酸 

○検尿 

○貧血検査（赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値） 

※下線は町独自で追加した項目となります。 

（２）詳細健診の項目（一定の基準の下、医師の判断に基づき実施） 

○心電図検査 

○眼底検査 

※一定の基準とは前年の健診等の結果において血圧・脂質・肥満のすべての項目で判定基準に該当した者。 

 

なお、自己負担額については暫定的に無料とします。 

 

3実施期間                                       

（１）特定健康診査 

長野県健康づくり事業団における集団健診は春（5 月下旬）と秋（10 月下旬）に実施し、町内

各医療機関における個別健診は 5月～翌年 3月までの実施とします。 

（２）特定保健指導 

特定保健指導は特定健診の検査結果後年間を通しての実施とします。 

 

4外部委託の有無及び契約形態                          

（１）特定健康診査については、長野県健康づくり事業団及び小諸北佐久医師会に属する町内

各医療機関また、長野県医師会と長野県保険者協議会への外部委託とします。 

なお、契約の形態は長野県健康づくり事業団との個別契約とし、小諸北佐久医師会、長野県

医師会との集合契約とします。 

（２）特定保健指導については、直営実施として軽井沢町保健福祉課健康推進係（保健センタ

ー）に執行委任とし、国民健康保険軽井沢病院で特定健康審査を実施した受診者のうち、特定

保健指導の対象者となった方は軽井沢病院に保健指導を外部委託し、佐久総合病院人間ドッ

クを受診し、健康審査データを受領した方のうち、特定保健指導の対象となった方は、佐久総



 - 16 - 

合病院において保健指導を外部委託することとします。 

外部委託契約の形態は、軽井沢病院及び佐久総合病院との個別契約とします。 

 

 

5周知・案内方法                                    

健診受診率向上につながるよう広報かるいざわやホームページ等で周知を図り、年度当初

に対象者に健診の案内をします。 

また、民生委員会や地区社協、保健補導員会、食生活改善推進協議会等の団体に向け健

診の必要性や健診後の保健指導についても周知をします。 

 

 

6他の健診受診者の健診データの受領方法                   

労働安全衛生法に基づく事業主健康診査等を受診した方の結果については、本人の同意の

上、事業主に対して、その方の健康診査データを磁気媒体等により提供いただくよう依頼しま

す。また、軽井沢町国民健康保険短期人間ドック実施要綱に基づき、人間ドックを受診した者に

ついては、受診医療機関より直接データを受領することとしますが、直接データを受領できない

場合は本人からの検診結果の提出に基づきデータ化します。 

 

 

7特定保健指導の考え方                               

特定健康診査の結果に基づいて、特定保健指導の対象者を明確にするために、「標準的な

健診・保健指導プログラム（確定版）」に基づき、受診者を階層化により区分し、健康レベル毎に

別に定める基準に沿って特定保健指導を実施します。 

 

（１）特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するた

めの保健指導を行うことにより、その対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動

変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持できるようになることを通して、糖尿病等

の生活習慣病を予防することを目的としています。 

 

（２）特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定し階層化する基準及び特

定保健指導として行う積極的支援及び動機付け支援の内容については、高齢者の医療の確

保に関する法律第 24条の厚生労働省令で定められた方法で実施します。 
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  ア） 保健指導対象者の階層化(保健指導レベル別に４グループに分ける。) 

①レベル４(医療との連携グループ) 

 肥満症、糖尿病、高血圧、虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析などの治療者 

②レベル３(ハイリスクアプローチグループ) 

 レベル４以外の者で健診項目が受診勧奨だった者 

③レベル２(ハイリスクアプローチグループ) 

 レベル３以外の者で内臓脂肪症候群該当者、予備軍該当者 

④ レベル１(ポピュレーションアプローチ) 

① ③の該当しない者 

イ） 健診未受診者 

      ⑤糖尿病、高血圧、高脂血症、虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析などの治療中の

者は①と同じ扱いとします。 

      ⑥ ⑤以外の者 

  ウ） 特定保健指導の対象とならない者 

 なお被保険者の健康の保持及び増進のために、特定健康診査の結果及び診療報酬明

細等の情報を活用し、特定保健指導の対象とはならないが、下記の受診の勧奨その他の保

健指導を積極的に行う必要のある者を選定し、これらの者の対する特定保健指導以外の保

健指導にも努めます。  

① 収縮期血圧 １４０ｍｍHg・拡張期血圧 ９０ｍｍHg 

② LDL １４０ｍｇ/dl 

③ 空腹時血糖 １１０mg／ｄｌ  ＨｂＡ１ｃ ６．０％ 

 

 

8特定保健指導の優先順位・支援方法                      

 要保健指導の優先順位、支援方法を次のとおりとします。 

 （１）優先順位の考え方 

  内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因(高血圧、高血糖、脂質異常など)が多く、保

健指導が必要な対象者で、内臓脂肪蓄積の程度やリスク要因の数によって優先順位を決め

ます。 

①年齢が若く比較的予防効果が大きく期待できる対象者 

②健診結果の保健指導レベルが情報提供レベルから動機づけ支援レベル、動機付け支援

レベルから積極的支援レベルに移行するなど、健診結果が前年度と比較して悪化したため、

より緻密な支援が必要となった対象者 

③質問項目の回答により生活習慣改善の必要が高い対象者 

④前年度、積極的支援だったにもかかわらず保健指導を受けなかった対象者など 
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 （２）保健指導レベル 

    保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性ごとに｢情報提供｣｢動機付け支援｣

｢積極的支援｣に区分、階層化を行います。 

  ア） 情報提供 

    健診受診者全員を対象とし、対象者が健診結果から自分の身体状況を確認するとともに生

活習慣を見直すきっかけとします(年１回の支援) 

  イ） 動機付け支援 

    対象者への個別支援により対象者が、自分の生活習慣を振り返り、行動目標を立てる事

ができるとともに、保健指導終了後、対象者がすぐに実践に移り、その生活が継続できること

を目指します。(１～２回の支援) 

  ウ） 積極的支援 

｢動機付け支援｣の加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自分の健康状態を自

覚した上で生活習慣を振り返り、行動目標を設定し目標達成に向けた実践に取り組みながら、

支援プログラム終了後にはその生活が継続できることを目指します。(６ヶ月の継続支援) 

   以上の３段階に階層化を行うとともに、健診受診者の健診結果から保健指導レベル別に４

つのグループに分け、各レベルごとの支援方法は表の通りとします。 

①レベルＸ(健診未受診者グループ) 

  実態把握と特定健康診査への受診勧奨が必要なグループ 

②レベル４(医療との連携グループ) 

  現在、生活習慣病で治療中の被保険者 

 治療中となる生活習慣病は次のとおり 

    糖尿病・インスリン療法・高血圧症・高脂血症・高尿酸血症・肝機能障害・糖尿病性神経障

害・糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・痛風腎・高血圧性腎障害・脳出血・脳梗塞・その他の脳

血管疾患・虚血性心疾患・動脈閉塞・大動脈疾患・人工透析 

③レベル３(医療との連携グループ) 

    特定健診受診者のうち、その健診結果が受診勧奨判定値であり、健診機関の医師の判断

により医療機関受診が必要とされたグループ 

④レベル２(特定保健指導グループ) 

   階層化により、動機付け支援、積極的支援レベルとなったグループ 

⑤レベル１(特定保健指導以外の保健指導グループ) 

   健診結果、階層化により、情報提供レベルだったグループ 

 

 

 

 

 

 



 - 19 - 

 

優先

順位 
保健指導レベル 支援方法 

1 レベル２ 
◎代謝のメカニズムと健診データと結びつくよう支援を行う 

◎生活改善への動機付けを効果的に行うため詳細健診を行う。 

2 レベル３ 
◎必要な再検査、精密検査についての説明 

◎適正な生活改善や受診行動が自分で選択できるように支援 

3 レベルＸ ◎特定健診の受診勧奨 

4 レベル１ ◎健診の意義や各健診項目の見方についての説明 

 

5 

 

レベル４ 

◎かかりつけ医と保健指導実施者で治療計画の共有化 

◎学習教材の共同使用 

◎医療機関における診療報酬上の生活習慣病管理料、栄養食事

指導料の活用 

◎治療中断者対策としてのレセプトと健診データの突合・分析 

 

 

9特定保健指導の評価                                 

健診結果データにより、対象者を継続的に経過観察し健診結果の変動をみます。 

評価は次のような視点で行います。 

①肥満  腹囲の増加・減少、体重の増加・減少、ＢＭＩの増加・減少 

②血糖  ヘモグロビンＡ１ｃの増加・減少、空腹時血糖の増加・減少 

③血圧  収縮期血圧の増加・減少、拡張期血圧の増加・減少 

④脂質  ＨＤＬコレステロールの増加・減少、中性脂肪の増加・減少、ＬＤＬコレステロールの増 

加・減少 

⑤腎機能 血清尿酸の増加・減少、 血清クレアチニンの増加・減少 

⑥肝臓  ＧＯＴの増加・減少、ＧＰＴの増加・減少、γ ‐ＧＴＰの増加・減少 

  ※「（学習教材）健診データ・レセプトデータ分析からみる生活習慣病管理」Ｐ188より参照 
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10実施に関するスケジュール                            

特定健康診査・特定保健指導の年間スケジュールは次のとおりです。 

 特定健康診査 特定保健指導 

4月 

・集団検診契約締結 

・個別健診契約締結 

・受診券発行情報の登録 

・受診券発行の開始 

・当年度受診案内の発送 

・特定保健指導実施機関契約締結 

5月 
・個別健診開始 

・木もれ陽の里集団健診実施 

 

6月 
  

7月 
 健診受診者の中から保健指導対象者を

抽出し、保健指導開始 

8月 
  

9月 
・国民健康保険被保険者証更新時の受

診勧奨実施 

 

10月 
・木もれ陽の里集団健診実施 

・地区集団検診実施 

 

11月 
  

12月 
・集団健診終了  

1月 
・翌年度事業計画検討 

・長野県健康づくり事業団との調整 

 

2月 

・翌年度特定健康診査対象者の抽出 

・翌年度特定健康診査申込書の発送 

・当年度個別健診申し込み終了 

・国民健康保険団体連合会との調整 

 

3月 

・当年度個別健診終了 

・翌年度特定健診等実施機関契約準備 

・小諸北佐久医師会との調整 

 

 

主な流れ 

① 国民健康保険被保険者への特定健診案内 → ②特定健診の質問票・受診券発行 → 

③受診 → ④健診結果の通知 → ⑤受診結果に基づく保健指導レベルの階層化（対象者

の抽出） → ⑥保健指導レベル毎の特定保健指導 → ⑦事業の評価 

対象者の抽出・受診券・質問票の発行・送付 

特定保健指導の 

実施 
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第第 55 章章  個個人人情情報報のの保保護護                                                                        

1特定健康診査・保健指導のデータの形式                    

国が示した電子的標準様式により、電子データでの送受信を原則とします。なお特定健康診

査等に関するデータ化、保存については長野県健康づくり事業団に委託します。 

 

 

2特定健康診査・保健指導の記録の管理・保存期間について                    

特定健康診査・特定保健指導の記録の保存義務期間は、規則に基づき、記録の作成日から

最低５年間または加入者が保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までとな

りますが、保存期間の満了後は、保存してある記録を加入者の求めに応じて当該加入者に提

供するなど、加入者が生涯にわたり自己の健診情報を活用し、自己の健康づくりに役立てるた

めの支援を行うようにつとめます。 

 

 

3個人情報保護対策                                  

特定健診や特定保健指導の記録の取り扱いにあたり、個人情報保護の観点から適切な対

応を行います。 

 

（１） ガイドラインの遵守 

ア）個人情報の取り扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイド

ライン（「国民健康保険組合における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」、

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」等）及

び軽井沢町個人情報保護条例に基づいて行います。 

イ）特定健診・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使

用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 

 

（２） 守秘義務規定 

ア）国民健康保険法（平成２０年４月１日施行分） 

第１２０条の２ 

     保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なしに、国民健

康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。 

イ）高齢者の医療の確保に関する法律（平成 20年 4月 1日施行分） 

      第３０条 
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          第２８条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その者が

法人である場合にあっては、その役者）若しくはその職員又はこれらのものであった場合

は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 

      第１６７条 

第３０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。 

 

 

第第 66 章章  特特定定健健康康診診査査等等実実施施計計画画のの公公表表・・周周知知                          

   1特定健康診査等実施計画の公表方法について               

高齢者の医療の確保に関する法律第１９条３「保険者は、特定健康診査等実施計画を定

め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」に基づき、特定健

康診査等実施計画を軽井沢町ホームページに掲載し公表します。 

 

 ２ 特定健康診査等の普及啓発の方法                    

軽井沢町国民健康保険の加入者（その中でも 40-74 歳の実施対象者）の特定健診実施

に対する前向きな実施への協力が受診率向上を目指す上で必要不可欠となります。加入者

の十分な協力を得るためには、健診受診等の必要性など実施への理解を深める啓発活動

が必要であるため、 普及啓発については、下記の方法を実施していきます。 

① 町広報誌に掲載するほか、地元 FM ラジオでの周知を図る。 

② 自治会や民生委員、保健補導員といった地区組織や各種団体を通じ、チラシを配布し周

知を図る。 

③ 役場庁舎に特定健康診査等のチラシを配置し、特に新規国保加入者には手渡しをし、周

知を図る。 

④ 各区集会、イベント等に出向き、特定健康診査等の説明を行い、理解と協力を求める。 

⑤ 特定健康診査受診等の必要性を謳
う た

ったパンフレットやハガキを作成し配布する。 

⑥ 庁舎内、医療機関等に啓発ポスターを貼り、理解を求める。 

⑦ 特定健診受診キャンペーン等のイベント（健康づくり講演）を開く。 
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第第 77 章章  特特定定健健康康診診査査等等実実施施計計画画のの評評価価及及びび見見直直しし  

この計画によって実施された特定健診事業については、受診率の増加ならびにメタボリック

シンドローム該当者の減少を目標に掲げ、計画的に推進していくこととしていますが、毎年度、

事業目標にかかる達成状況の確認を行うとともに、保険運営の健全化の観点から国保運営協

議会において毎年進捗状況を報告し、実施体制、周知方法、委託事業者の選定方法、保健指

導方法など細部にわたっての評価と検証を行うものとします。 

 また、国、県、近隣自治体、さらには地域医療機関等との連携を図り、データ分析等による傾

向や対策を講じるものとします。 

こうしたことにより、実施方法等の見直しや工夫を重ねながら、より効果の得られる事業とな

るように進めていくこととします。 

第第 88 章章  そそのの他他  

集団健診の際に特定健診にあわせて実施する「がん検診」等と合同で実施することにより、

住民の視点に立った効率的な健診事業を行います。 


